
利用料金（ユニット型個室）

(1)介護老人福祉施設利用料

(2)介護老人福祉施設加算単位

協力医療機関連携加算

50単位/月
相談・診療体制を常時確保し、緊急時入院を受け入れる体制を確
保している協力医療機関との間で、病歴等の情報を共有する会議を
定期的に開催している場合

5単位/月
上記の体制を満たさない協力医療機関との間で、病歴等の情報を
共有する会議を定期的に開催している場合

退所前連携加算 500単位/回
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供およびサービ
ス調整を行った場合(1回を限度)

退所時情報提供加算 250単位/回
退所し医療機関に入院する場合に、当該医療機関へ心身の状況、
生活歴等の情報を提供し、紹介を行った場合(1回を限度)

退所後訪問相談援助加算 460単位/回
退所後30日以内に当該利用者の居宅等を訪問し、利用者および家

族に対して相談援助を行った場合(退所後1回を限度)

退所時相談援助加算 400単位/回
退所後の相談援助を行い、市町村および地域包括支援センター等
に対し必要な情報を提供した場合(１回を限度)

再入所時栄養連携加算 200単位/回

入所者が医療機関に入院し、退院後に再入所する際、経管栄養又
は嚥下調整食の新規導入、厚生労働大臣が定める特別食等を必要
とする状況で、施設の管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と
連携し、栄養ケア計画を策定した場合（1回に限り算定）

退所前訪問相談援助加算 460単位/回

退所に先立って、退所後の居宅等を訪問し、利用者および家族に
対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健・
福祉サービスについて相談援助を行った場合(入所中最高2回を限
度）

初期加算 30単位/日
入所日から30日間及び、30日以上入院した際の退院日から30日間
について算定

退所時栄養情報連携加算 70単位/回
特別食を必要とするもしくは低栄養状態にあると医師が判断した入
所者が退所する際に、管理栄養士が退所先へ栄養管理に関する情
報を提供した場合（月１回を限度）

入院・外泊時費用 246単位/日
入院または外泊した際、6日間を限度として算定（入院が月をまたが

る場合は最大で12日間）

外泊時在宅サービス利用費用 560単位/日
施設の介護支援専門員が、外泊時利用サービスに係る在宅サービ
スの計画を作成し、施設により提供される在宅サービスを利用した場
合に1月に6日を限度として算定

要介護４ 886単位

要介護５ 955単位

※次の加算については、基準に該当したものにつき、都度加算計上していくものとします。

内容 単位 算定要件

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて利用者負担額を変更します。

当施設の摘要される地域区分は特甲地となるため、ご利用所定単位数の合計に、１０.６８を乗算した額となります。
お支払いいただく自己負担金は、ご利用者の負担割合に応じた額となります。（※円換算する場合、小数点以下
は切り捨てます。）

ユニット型介護老人福祉施設サービス費(Ⅰ)（1日あたり）

要介護1 670単位

要介護２ 740単位

要介護３ 815単位



死亡日前日、前々日

1,280単位/日 死亡日

1,300単位/回 深夜（午後10時～午前6時）の場合

看取り介護加算（Ⅰ）

回復の見込みがないと診断された利用者に対し、利用者又は家族の同意を得て看取り
介護指針に基づく看取り介護計画を作成し看取り介護を受け、施設又は居宅、病院で
死亡した場合。※「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドラ
イン」等の内容に沿った取り組みを行うこと。※施設サービス計画の作成にあたり、本人
の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。※看取りに関する
協議の場の参加者として、生活相談員を明記する。

72単位/日 死亡日31日前～45日前

144単位/日 死亡日4日前～30日前

680単位/日

特別通院送迎加算 594単位/月
透析を要し、その家族や病院等による送迎が困難である入所者に
対し、月12回以上、通院送迎を行った場合

配置医師緊急時対応加算

入所者に対する緊急時の注意事項や病状等について情報共有の方法及び曜日や時
間帯ごとの医師との連絡方法や診察を依頼するタイミングなどについて、配置医師と施
設との間で、具体的な取り決めがなされており、複数名の配置医師を置いている若しく
は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体
制を確保し届出を行っている場合かつ看護体制加算（Ⅱ）を算定している場合

325単位/回 配置医師の勤務時間外の場合

650単位/回 早朝・夜間の場合

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 110単位/月

口腔衛生管理加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計
画内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施
に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な
実施のために必要な情報を活用している場合

療養食加算 6単位/回
必要に応じ、医師の食事箋に基づいて厚生労働大臣が定める療養
食を提供した場合

経口維持加算（Ⅱ） 100単位/月

協力歯科医療機関を定めており、経口維持加算(Ⅰ)を算定している
場合で、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察
および会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加
わった場合、所定単位数を加算

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 90単位/月

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が利用者に対し、口腔ケアを
月2回以上行う、歯科衛生士が介護職員に具体的助言指導及び指
導を行う、必要に応じて歯科衛生士が介護職員からの相談等に対
応した場合

経口移行加算 28単位/日
医師の指示を受けた管理栄養士が、経口移行計画を作成し、経口
による食事摂取を進める栄養管理を行った場合（180日以内の期間
に限る）

経口維持加算（Ⅰ） 400単位/月

経口により食事をする者であって、摂食機能障害を有し誤嚥が認め
られる場合に、医師の指示により多職種が協働して入所者の栄養管
理をするための食事の観察および会議等を行い、入所者ごとに経
口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作
成、医師の指示を受けた管理栄養士が栄養管理を行った場合、所
定単位数を加算

内容 単位 算定要件

栄養マネジメント強化加算 11単位/日

管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50（施設に常勤栄養士
を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70）で除して得た
数以上配置すること。低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医
師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従
い、食事の観察（ミールラウンド）を週3回以上行い、入所者ごとの栄
養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。低栄養状
態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題があ
る場合は、早期に対応すること。入所者ごとの栄養状態等の情報を
厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該
情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必
要な情報を活用していること。



褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13単位/月

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等におい
て、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされ
た入所者等について、褥瘡の発生のないこと※（Ⅰ）（Ⅱ）の併算不
可。

排せつ支援加算（Ⅰ） 10単位/月

要介護認定調査の「排尿」または「排便」が「一部介助」または「全介
助」である入所者で、医師または医師と連携した看護師が排泄にか
かる要介護状態を軽減できると判断し、かつ入所者もそれを希望す
る場合に、多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき
支援した場合※（Ⅰ）～（Ⅲ）は併算不可。

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日
認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難
であり、緊急に入所することが適当であると医師が判断した利用者
が入所した場合(入所後7日まで)

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3単位/月
入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時
に評価を行い、評価の結果、リスク高とされた入所者に対し、多職種
共同で褥瘡ケア計画を作成し3ヶ月に1回見直しを行った場合

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 150単位/月

日常生活自立度Ⅱ以上の入所者の割合が50％以上であり、認知症
の行動・心理症状の予防と早期対応に資する専門研修を修了して
いる者、または認知症介護に係る専門研修および認知症の行動・心
理症状の予防等に資するケアプログラムを含む研修を終了した者を
1人以上配置し、かつ複数人の介護職員から成る対応チームを組ん
でいる、個別に認知症症状の計画評価を行い、値を測定し、認知症
の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施している、認
知症ケアについてカンファレンスの開催、計画の作成、定期的な評
価とケアの振り返り、計画の見直しを行っている場合

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 120単位/月

日常生活自立度Ⅱ以上の入所者の割合が50％以上であり、認知症
の行動・心理症状の予防等に資する専門研修を終了した者を1人以
上配置し、かつ複数人の介護職員から成る対応チームを組んでい
る、個別に認知症症状の計画評価を行い、値を測定し、認知症の行
動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施している、認知症
ケアについてカンファレンスの開催、計画の作成、定期的な評価とケ
アの振り返り、計画の見直しを行っている場合（※認知症専門ケア加
算との重複算定不可）

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3単位/日

日常生活自立度Ⅲ以上の入所者が50％以上いる、認知症介護に
係る専門研修を修了した職員を基準以上配置し、認知症ケア推進
のための体制を整えている、認知症ケアに関する技術的指導等に
係る会議を定期的に開催している場合（※認知症専門ケア加算Ⅱと
の重複算定不可）

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 4単位/日

認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、さらに専門的な認知症に
関する研修を修了した職員を1人以上配置し指導等を実施してい
る、介護と看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し実
施している場合（※認知症チームケア推進加算との重複算定不可）

死亡日

在宅復帰支援機能加算 10単位/日

算定日が属する月の前6ヶ月間において退所した者のうち在宅に復

帰した者の占める割合が2割を超えており、当該退所者の在宅生活

が1ヶ月以上継続する見込みであることを確認し記録している場合
で、入所者との家族との連絡調整を行い、居宅介護支援事業所に
対し必要な情報提供等を行った際に算定（※在宅入所相互利用加
算との重複算定不可）

在宅・入所相互利用加算 40単位/日
在宅生活を継続する観点から、複数の者で、予め在宅期間及び入
所期間(３ヵ月を限度)を定め居室を計画的に利用している場合

看取り介護加算（Ⅱ）

看取り介護加算の算定にあたって、医療提供体制を整備し、さらに施設内で実際に看
取った場合。

72単位/日 死亡日31日前～45日前

144単位/日 死亡日4日前～30日前

780単位/日 死亡日前日、前々日

1,580単位/日

内容 単位 算定要件



日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位/日

算定日の属する月の前6ヶ月または12ヶ月の新規入所者のうち、要

介護4又は要介護5の利用者の占める割合が70%以上、あるいは認

知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が65%以上、ま

たは痰の吸引等が必要な利用者が15%以上であり、かつ介護福祉

士有資格者の数が利用者が6又はその端数を増すごとに1以上であ
る場合

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 5単位/月
診療報酬の感染対策向上加算にかかる届け出を行った医療機関か
ら、施設内で感染者が発生した場合の感染等制御等にかかる実地
指導を3年に1回以上受けている場合

新興感染症等施設療養費 240単位/日

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症（※現時点で指定さ
れている感染症はなし）に感染した場合に相談対応、診療、入院調
整等を行う医療機関を確保し、かつ当該感染症に感染した入所者
等に対し、適切な感染対策を行った場合（※月1回、連続5日まで）

安全対策体制加算 20単位（入所時に1回）
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を
設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備している場合。

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位/月

第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応
を行う体制を確保している、協力医療機関等との間で一般的な感染
症の発生時等の対応を取り決め発生時には連携し適切に対応して
いる、診療報酬の感染対策向上加算または外来感染対策向上加算
にかかる届け出を行った医療機関または地域の医師会が行う研修
か訓練に1年に1回以上参加している場合

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 40単位/月

入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他
の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提
出している、必要に応じてサービス計画を見直すなどサービス提供
にあたり、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するた
めに必要な情報を活用している場合。

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 50単位/月

入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その
他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報（科学的介護推進
体制加算（Ⅱ）では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情報）を、
厚生労働省に提出している、必要に応じてサービス計画を見直すな
どサービス提供にあたって、上記の情報その他サービスを適切かつ
有効に提供するために必要な情報を活用している場合。

排せつ支援加算（Ⅲ） 20単位/月

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、
適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者に
ついて、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一
方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用あ
りから使用なしに改善していること。※（Ⅰ）～（Ⅲ）は併算不可。

自立支援促進加算 280単位/月

医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を
入所時に行うとともに、少なくとも3か月に1回以上、医学的評価の見
直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加しているこ
と。医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であると
された者毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他
の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援
計画に沿ったケアを実施していること。少なくとも3か月に1回、入所
者ごとに支援計画を見直していること。医学的評価の結果等を厚生
労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な
実施のために必要な情報を活用していること。

内容 単位 算定要件

排せつ支援加算（Ⅱ） 15単位/月

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、
適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者に
ついて、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一
方が改善するとともに、いずれにも悪化がない又はおむつ使用あり
から使用なしに改善していること。※（Ⅰ）～（Ⅲ）は併算不可。



生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100単位/月

訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテー
ションを実施している医療提供施設の理学療法士等や医師からの
助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓
練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作
成すること※3ヵ月に1回を限度

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200単位/月

外部のリハビリテーション専門職等が施設を訪問し、施設の職員と共
同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成し、計画的に機
能訓練を実施した場合に算定※個別機能訓練加算を算定している
場合は100単位/月※（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算定は不可

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ 18単位/日 ユニット個室において基準を上回る夜勤職員を配置している場合

夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ 21単位/日
夜勤職員配置加算（Ⅱ）の要件に加え、夜勤時間帯を通じて、看護
職員を配置又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置してい
る場合

看護体制加算（Ⅰ）ロ 4単位/日 常勤の正看護師を1名以上配置している場合

看護体制加算（Ⅱ）ロ 8単位/日
基準を上回る看護職員を配置しており、看護職員との24時間の連
絡体制を確保している場合

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の11.3％を加算　　

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数の9.0％を加算　　　　

介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 所定単位数の4.7～12.4％を加算　　

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位/日

介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50％以上、または看

護・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75%以上、もしくは、

サービスを直接提供する職員の総数のうち勤続7年以上の割合が

30％以上である場合

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の14.0％を加算　　　

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の13.6％を加算　　　

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位/日
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が80%以上、または勤

続10年以上の介護福祉士の割合が35％以上の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位/日 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が60%以上である場合

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100単位/月

利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資す
る方策を検討する委員会にて以下を検討し定期実施している（業務
効率化、質向上、介護機器を活用する場合の利用者の安全とケア
の質の確保について/職員の負担軽減、勤務状況への配慮/介護
機器の定期的な点検/業務効率化、質向上、職員の負担軽減を図
るための職員研修）、且つこれらの取り組みについての実績がある、
介護機器を複数種類活用している、委員会にて職員の業務分担の
明確化等による業務効率化、質の確保、負担軽減を検討・実施し、
定期的に確認している、事業年度ごとにこれらの取り組み実績を厚
生労働省に報告している場合（※Ⅱとの併算定不可）

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10単位/月

利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資す
る方策を検討する委員会にて以下を検討し定期実施している（業務
効率化、質向上、介護機器を活用する場合の利用者の安全とケア
の質の確保について/職員の負担軽減、勤務状況への配慮/介護
機器の定期的な点検/業務効率化、質向上、職員の負担軽減を図
るための職員研修）、介護機器を活用している、事業年度ごとにこれ
らの取り組み実績を厚生労働省に報告している場合（※Ⅰとの併算
定不可）

内容 単位 算定要件



栄養管理未実施減算 ▲14単位/日

栄養士又は管理栄養士を1以上配置。入所者の栄養状態の維持及
び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者
の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。※3年の経過措置期
間を設ける。

高齢者虐待防止措置未実施減算 ▲1%/日
運営基準に定める高齢者虐待防止のための措置、体制整備が行わ
れていない場合

業務継続計画未策定減算 ▲3%/日
『感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備、および非
常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、2025年
3月31日まで減算しない

身体拘束廃止未実施減算 ▲10%/日
身体拘束等の適正化を図るため、基準に定められた措置を講じてい
ない場合に、入所者全員について所定単位数から減算

安全管理体制未実施減算 ▲5単位/日
運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講
じられていない場合

障害者生活支援体制加算（Ⅰ） 26単位/日

視覚、聴覚もしくは言語機能に障害のある者、知的障害又は精神障
害である入所者の数が15人以上に加え、入所障害者が入所者総数
の30%以上ある施設で、視覚障碍者等に対する生活支援に関し専
門性を有する専従で常勤の「障害者生活支援員」を1名以上配置し
ている場合

障害者生活支援体制加算（Ⅱ） 41単位/日
入所障害者数が入所者総数の50%以上、かつ専ら「障害者支援専
門員」としての職務に従事する常勤の職員を2名以上配置している
場合

若年性認知症入所者受入加算 120単位/日
若年性認知症利用者を受け入れ、個別の担当者を定め当該利用
者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合（※認知症行
動・心理症状緊急対応加算との併算定不可）

精神科医療養指導加算 5単位/日
認知症である利用者が全利用者の3分の1を占める施設において、

精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月2回以上行わ
れている場合

ADL維持等加算（Ⅰ） 30単位/月

利用者等（当該施設等の表か対象利用期間が6月を越える者）の総
数が10人以上であること。利用者等全員について、利用開始月と、
当該月の翌月から起算して6ヵ月目（6ヵ月目にサービスの利用がな
い場合はサービスの利用があった最終月）において、Barthel Index
を適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ご
とに厚生労働省に提出していること。利用開始月の翌月から起算し
て6ヵ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したＡＤＬ
値を控除し、初月のＡＤＬ値や要介護認定の状況等に応じた値を加
えて得た値（調整済ＡＤＬ利得）について、利用者等から調整済ＡＤ
L利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利
用者等とし、評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た
値が1以上であること。

ADL維持等加算（Ⅱ） 60単位/月
ADL維持等加算（Ⅰ）の要件を満たすこと。評価対象利用者等の調
整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること。（※（Ⅰ）と（Ⅱ）
は併算定不可）

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位/月

個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している入所者について、個別機能
訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施
に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のため
に必要な情報活用すること※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算可

個別機能訓練加算（Ⅲ） 20単位/月

個別機能訓練加算（Ⅱ）、口腔衛生管理加算（Ⅱ）、栄養マネジメン
ト強化加算を算定している入所者について、理学療法士等が個別
機能訓練の内容、その他個別機能訓練の適切・有効な実施に必要
な情報、口腔の健康状態と栄養状態に関する情報を相互に共有し
ている、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、その内容
について関係職種間で共有している場合

内容 単位 算定要件

個別機能訓練加算（Ⅰ） 12単位/日
常勤専従の機能訓練指導員を配置し、利用者毎に個別機能訓練
計画を作成のうえ機能訓練を行っている場合



(3)食費　（食材費及び調理に係る費用相当）
※負担軽減制度があります。利用者負担段階に応じて負担限度額をお支払いいただき

基準費用額（１，４４５円）との差額は、介護保険より補足給付されます。

(4)居住費
※負担軽減制度があります。利用者負担段階に応じて負担限度額をお支払いいただき

基準費用額（２，０６６円）との差額は、介護保険より補足給付されます。

※入院中の居住費について

(5)理美容サービス

※カラー、パーマなどは別途料金がかかります。

※毎月第１月曜日および第３土曜日に実施

(6)その他の日常生活費

ア．日用品費　※税込み

※上記以外に必要なものがある場合には、ご相談させていただくことがあります。

※当園が指定する購入業者の都合により、料金が変更になる場合があります。

※ご家族用意を選択された方で、施設からの連絡・持参のご依頼をさせていただいても

　一定期間ご持参がなく、ご利用者の日常生活やサービス提供に支障をきたす状況がある

　場合は、該当品目を購入代行させていただくことがあります。

   

イ．金銭管理支払い代行委託費

ウ．クラブ活動費

※入院中 ８０円

参加毎 実費相当

義歯洗浄剤（108個） ６９０円

１日 ５０円

歯ブラシ（1本）　 ２１７円 ㇸアブラシ（1本）　 １４０円

歯磨き粉（140g）　 ２７２円 電気シェーバー（1個） ２，９４８円

※理美容費、実施日については業者の都合に
より変更となる場合があります。

ティッシュ（5個）　 ３２７円 歯磨き用コップ（1個） １４０円

ウェットティッシュ（135枚） ６５７円 ボディークリーム（200g）　 ７４８円

①入院・外泊時費用の算定要件に従い、入院日の翌日から6日の間（当該入院が月をまたがる場合には

最大で12日間）を限度に、入院・外泊時費用の自己負担分と居住費（2380円／日 ※減額を受けている
場合にはその定める料金）をお支払いいただきます。

②居住費（2380円／日）
※入院・外泊時費用の算定期間終了後より

※入院中に当該居室を短期入所生活介護等に活用することを同意した方については、短期入所生活介
護等の実績期間は、②の居住費を支払う必要はありません。

カット・ブロー １回 ２，１８０円

第３段階 ２，０６６円 １，３７０円

第４段階 ２，３８０円

第１段階 ２，０６６円 ８８０円

第２段階 ２，０６６円 ８８０円

第４段階 １，８００円

段階 居住費（日額） 負担限度額（日額）

第３段階① １，４４５円 ６５０円

第３段階② １，４４５円 １，３６０円

第１段階 １，４４５円 ３００円

第２段階 １，４４５円 ３９０円

段階 食費（日額） 負担限度額（日額）



(7)その他の費用

ア．電気製品使用料

イ．買い物等付き添い・代行

徒歩圏内 １回 ２００円

車使用 １回 ４００円

ウ．各種申請代行

エ．希望行事参加費

※利用者の希望を募り実施する旅行等の行事へ参加をする場合

オ．個別の食料品

カ．個別の日用品

キ．個別の外出費用

ク．個人の新聞代等

ケ．私物の処分

コ．医療費

サ．入院時の費用 オムツ代、病衣等のリース代、業者に
依頼する場合の洗濯代、入院する病院
において必要な物品の購入費用

実費

個別に希望する外出にかかる経費 実費

個人で購読を希望する新聞や週刊誌
等の購読料

実費

原則はご利用者本人またはご家族による処分をお
願いします。処分に関するご相談にも応じます。

施設嘱託医師による処方箋料、薬代、
診断書料、外部医療機関の受診代、
薬代、入院費など

実費

参加毎 実費相当

個人の嗜好品にかかる費用 実費

個別に希望する特別な日用品の購入
にかかる費用

実費

※記載外の電気製品の持ち込みについては相談に応じますが、施設長の判断で、持ち込みを制
限する場合があります。

※使用料については、使用（開始・中止）申込書の提出を以てご利用料に反映されます。

※施設サービス提供とは関係のない、個別の希望に基づく買い物等の付添・代行を行う場合

１回 ４００円

※施設サービス提供とは関係のない申請代行等、個別の希望に基づく支援として行う場合

電気毛布・アンカ １日 １０円

ラジカセ １日 １０円

小型冷蔵庫 １日 ３０円

加湿器・空気清浄機 １日 １０円

テレビ １日 ２０円



利用料金（多床室）

(1)介護老人福祉施設利用料

(2)介護老人福祉施設加算単位

※次の加算については、基準に該当したものにつき、都度加算計上していくものとします。

要介護３ 732単位

要介護４ 802単位

659単位

要介護５ 871単位

要介護２

589単位

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて利用者負担額を変更します。

当施設の摘要される地域区分は特甲地となるため、ご利用所定単位数の合計に、10.68を乗算した額となります。
お支払いいただく自己負担金は、ご利用者の負担割合に応じた額となります。（※円換算する場合、小数点以下
は切り捨てます。）

介護老人福祉施設サービス費(Ⅱ)（1日あたり）

要介護1

内容 単位 算定要件

入院・外泊時費用 246単位/日
入院または外泊した際、6日間を限度として算定（入院が月をまたが

る場合は最大で12日間）

外泊時在宅サービス利用費用 560単位/日
施設の介護支援専門員が、外泊時利用サービスに係る在宅サービ
スの計画を作成し、施設により提供される在宅サービスを利用した場
合に1月に6日を限度として算定

初期加算 30単位/日
入所日から30日間及び、30日以上入院した際の退院日から30日間
について算定

退所時栄養情報連携加算 70単位/回
特別食を必要とするもしくは低栄養状態にあると医師が判断した入
所者が退所する際に、管理栄養士が退所先へ栄養管理に関する情
報を提供した場合（月１回を限度）

再入所時栄養連携加算 200単位/回

入所者が医療機関に入院し、退院後に再入所する際、経管栄養又
は嚥下調整食の新規導入、厚生労働大臣が定める特別食等を必要
とする状況で、施設の管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と
連携し、栄養ケア計画を策定した場合（1回に限り算定）

退所前訪問相談援助加算 460単位/回

退所に先立って、退所後の居宅等を訪問し、利用者および家族に
対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健・
福祉サービスについて相談援助を行った場合(入所中最高2回を限
度）

退所後訪問相談援助加算 460単位/回
退所後30日以内に当該利用者の居宅等を訪問し、利用者および家

族に対して相談援助を行った場合(退所後1回を限度)

退所時相談援助加算 400単位/回
退所後の相談援助を行い、市町村および地域包括支援センター等
に対し必要な情報を提供した場合(１回を限度)

退所前連携加算 500単位/回
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供およびサービ
ス調整を行った場合(1回を限度)

退所時情報提供加算 250単位/回
退所し医療機関に入院する場合に、当該医療機関へ心身の状況、
生活歴等の情報を提供し、紹介を行った場合(1回を限度)

協力医療機関連携加算

50単位/月
相談・診療体制を常時確保し、緊急時入院を受け入れる体制を確
保している協力医療機関との間で、病歴等の情報を共有する会議を
定期的に開催している場合

5単位/月
上記の体制を満たさない協力医療機関との間で、病歴等の情報を
共有する会議を定期的に開催している場合



内容 単位 算定要件

栄養マネジメント強化加算 11単位/日

管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50（施設に常勤栄養士
を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70）で除して得た
数以上配置すること。低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医
師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従
い、食事の観察（ミールラウンド）を週3回以上行い、入所者ごとの栄
養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。低栄養状
態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題があ
る場合は、早期に対応すること。入所者ごとの栄養状態等の情報を
厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該
情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必
要な情報を活用していること。

経口移行加算 28単位/日
医師の指示を受けた管理栄養士が、経口移行計画を作成し、経口
による食事摂取を進める栄養管理を行った場合（180日以内の期間
に限る）

経口維持加算（Ⅰ） 400単位/月

経口により食事をする者であって、摂食機能障害を有し誤嚥が認め
られる場合に、医師の指示により多職種が協働して入所者の栄養管
理をするための食事の観察および会議等を行い、入所者ごとに経
口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作
成、医師の指示を受けた管理栄養士が栄養管理を行った場合、所
定単位数を加算

経口維持加算（Ⅱ） 100単位/月

協力歯科医療機関を定めており、経口維持加算(Ⅰ)を算定している
場合で、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察
および会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加
わった場合、所定単位数を加算

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 90単位/月

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が利用者に対し、口腔ケアを
月2回以上行う、歯科衛生士が介護職員に具体的助言指導及び指
導を行う、必要に応じて歯科衛生士が介護職員からの相談等に対
応した場合

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 110単位/月

口腔衛生管理加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計
画内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施
に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な
実施のために必要な情報を活用している場合

療養食加算 6単位/回
必要に応じ、医師の食事箋に基づいて厚生労働大臣が定める療養
食を提供した場合

特別通院送迎加算 594単位/月
透析を要し、その家族や病院等による送迎が困難である入所者に
対し、月12回以上、通院送迎を行った場合

配置医師緊急時対応加算

入所者に対する緊急時の注意事項や病状等について情報共有の方法及び曜日や時
間帯ごとの医師との連絡方法や診察を依頼するタイミングなどについて、配置医師と施
設との間で、具体的な取り決めがなされており、複数名の配置医師を置いている若しく
は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体
制を確保し届出を行っている場合かつ看護体制加算（Ⅱ）を算定している場合

325単位/回 配置医師の勤務時間外の場合

650単位/回 早朝・夜間の場合

1,300単位/回 深夜（午後10時～午前6時）の場合

看取り介護加算（Ⅰ）

回復の見込みがないと診断された利用者に対し、利用者又は家族の同意を得て看取り
介護指針に基づく看取り介護計画を作成し看取り介護を受け、施設又は居宅、病院で
死亡した場合。※「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドラ
イン」等の内容に沿った取り組みを行うこと。※施設サービス計画の作成にあたり、本人
の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。※看取りに関する
協議の場の参加者として、生活相談員を明記する。

72単位/日 死亡日31日前～45日前

144単位/日 死亡日4日前～30日前

680単位/日 死亡日前日、前々日

1,280単位/日 死亡日



内容 単位 算定要件

看取り介護加算（Ⅱ）

看取り介護加算の算定にあたって、医療提供体制を整備し、さらに施設内で実際に看
取った場合。

72単位/日 死亡日31日前～45日前

144単位/日 死亡日4日前～30日前

780単位/日 死亡日前日、前々日

1,580単位/日 死亡日

在宅復帰支援機能加算 10単位/日

算定日が属する月の前6ヶ月間において退所した者のうち在宅に復

帰した者の占める割合が2割を超えており、当該退所者の在宅生活

が1ヶ月以上継続する見込みであることを確認し記録している場合
で、入所者との家族との連絡調整を行い、居宅介護支援事業所に
対し必要な情報提供等を行った際に算定（※在宅入所相互利用加
算との重複算定不可）

在宅・入所相互利用加算 40単位/日
在宅生活を継続する観点から、複数の者で、予め在宅期間及び入
所期間(３ヵ月を限度)を定め居室を計画的に利用している場合

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3単位/日

日常生活自立度Ⅲ以上の入所者が50％以上いる、認知症介護に
係る専門研修を修了した職員を基準以上配置し、認知症ケア推進
のための体制を整えている、認知症ケアに関する技術的指導等に
係る会議を定期的に開催している場合（※認知症専門ケア加算Ⅱと
の重複算定不可）

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 4単位/日

認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、さらに専門的な認知症に
関する研修を修了した職員を1人以上配置し指導等を実施してい
る、介護と看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し実
施している場合（※認知症チームケア推進加算との重複算定不可）

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 150単位/月

日常生活自立度Ⅱ以上の入所者の割合が50％以上であり、認知症
の行動・心理症状の予防と早期対応に資する専門研修を修了して
いる者、または認知症介護に係る専門研修および認知症の行動・心
理症状の予防等に資するケアプログラムを含む研修を終了した者を
1人以上配置し、かつ複数人の介護職員から成る対応チームを組ん
でいる、個別に認知症症状の計画評価を行い、値を測定し、認知症
の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施している、認
知症ケアについてカンファレンスの開催、計画の作成、定期的な評
価とケアの振り返り、計画の見直しを行っている場合

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 120単位/月

日常生活自立度Ⅱ以上の入所者の割合が50％以上であり、認知症
の行動・心理症状の予防等に資する専門研修を終了した者を1人以
上配置し、かつ複数人の介護職員から成る対応チームを組んでい
る、個別に認知症症状の計画評価を行い、値を測定し、認知症の行
動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施している、認知症
ケアについてカンファレンスの開催、計画の作成、定期的な評価とケ
アの振り返り、計画の見直しを行っている場合（※認知症専門ケア加
算との重複算定不可）

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日
認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難
であり、緊急に入所することが適当であると医師が判断した利用者
が入所した場合(入所後7日まで)

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3単位/月
入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時
に評価を行い、評価の結果、リスク高とされた入所者に対し、多職種
共同で褥瘡ケア計画を作成し3ヶ月に1回見直しを行った場合

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13単位/月

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等におい
て、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされ
た入所者等について、褥瘡の発生のないこと※（Ⅰ）（Ⅱ）の併算不
可。

排せつ支援加算（Ⅰ） 10単位/月

要介護認定調査の「排尿」または「排便」が「一部介助」または「全介
助」である入所者で、医師または医師と連携した看護師が排泄にか
かる要介護状態を軽減できると判断し、かつ入所者もそれを希望す
る場合に、多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき
支援した場合※（Ⅰ）～（Ⅲ）は併算不可。



日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位/日

算定日の属する月の前6ヶ月または12ヶ月の新規入所者のうち、要

介護4又は要介護5の利用者の占める割合が70%以上、あるいは認

知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が65%以上、ま

たは痰の吸引等が必要な利用者が15%以上であり、かつ介護福祉

士有資格者の数が利用者が6又はその端数を増すごとに1以上であ
る場合

内容 単位 算定要件

排せつ支援加算（Ⅱ） 15単位/月

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、
適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者に
ついて、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一
方が改善するとともに、いずれにも悪化がない又はおむつ使用あり
から使用なしに改善していること。※（Ⅰ）～（Ⅲ）は併算不可。

排せつ支援加算（Ⅲ） 20単位/月

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、
適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者に
ついて、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一
方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用あ
りから使用なしに改善していること。※（Ⅰ）～（Ⅲ）は併算不可。

自立支援促進加算 280単位/月

医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を
入所時に行うとともに、少なくとも3か月に1回以上、医学的評価の見
直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加しているこ
と。医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であると
された者毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他
の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援
計画に沿ったケアを実施していること。少なくとも3か月に1回、入所
者ごとに支援計画を見直していること。医学的評価の結果等を厚生
労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な
実施のために必要な情報を活用していること。

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 40単位/月

入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他
の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提
出している、必要に応じてサービス計画を見直すなどサービス提供
にあたり、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するた
めに必要な情報を活用している場合。

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 50単位/月

入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その
他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報（科学的介護推進
体制加算（Ⅱ）では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情報）を、
厚生労働省に提出している、必要に応じてサービス計画を見直すな
どサービス提供にあたって、上記の情報その他サービスを適切かつ
有効に提供するために必要な情報を活用している場合。

安全対策体制加算 20単位（入所時に1回）
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を
設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備している場合。

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位/月

第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応
を行う体制を確保している、協力医療機関等との間で一般的な感染
症の発生時等の対応を取り決め発生時には連携し適切に対応して
いる、診療報酬の感染対策向上加算または外来感染対策向上加算
にかかる届け出を行った医療機関または地域の医師会が行う研修
か訓練に1年に1回以上参加している場合

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 5単位/月
診療報酬の感染対策向上加算にかかる届け出を行った医療機関か
ら、施設内で感染者が発生した場合の感染等制御等にかかる実地
指導を3年に1回以上受けている場合

新興感染症等施設療養費 240単位/日

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症（※現時点で指定さ
れている感染症はなし）に感染した場合に相談対応、診療、入院調
整等を行う医療機関を確保し、かつ当該感染症に感染した入所者
等に対し、適切な感染対策を行った場合（※月1回、連続5日まで）



28単位/日
夜勤職員配置加算（Ⅱ）の要件に加え、夜勤時間帯を通じて、看護
職員を配置又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置してい
る場合

6単位/日 常勤の正看護師を1名以上配置している場合看護体制加算（Ⅰ）イ

夜勤職員配置加算（Ⅲ）イ

夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ 22単位/日 基準を上回る夜勤職員を配置している場合

看護体制加算（Ⅱ）イ 13単位/日
基準を上回る看護職員を配置しており、看護職員との24時間の連
絡体制を確保している場合

内容 単位 算定要件

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100単位/月

利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資す
る方策を検討する委員会にて以下を検討し定期実施している（業務
効率化、質向上、介護機器を活用する場合の利用者の安全とケア
の質の確保について/職員の負担軽減、勤務状況への配慮/介護
機器の定期的な点検/業務効率化、質向上、職員の負担軽減を図
るための職員研修）、且つこれらの取り組みについての実績がある、
介護機器を複数種類活用している、委員会にて職員の業務分担の
明確化等による業務効率化、質の確保、負担軽減を検討・実施し、
定期的に確認している、事業年度ごとにこれらの取り組み実績を厚
生労働省に報告している場合（※Ⅱとの併算定不可）

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10単位/月

利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資す
る方策を検討する委員会にて以下を検討し定期実施している（業務
効率化、質向上、介護機器を活用する場合の利用者の安全とケア
の質の確保について/職員の負担軽減、勤務状況への配慮/介護
機器の定期的な点検/業務効率化、質向上、職員の負担軽減を図
るための職員研修）、介護機器を活用している、事業年度ごとにこれ
らの取り組み実績を厚生労働省に報告している場合（※Ⅰとの併算
定不可）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位/日
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が80%以上、または勤

続10年以上の介護福祉士の割合が35％以上の場合

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位/日 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が60%以上である場合

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位/日

介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50％以上、または看

護・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75%以上、もしくは、

サービスを直接提供する職員の総数のうち勤続7年以上の割合が

30％以上である場合

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の14.0％を加算　　　

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の13.6％を加算　　

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の11.3％を加算　

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数の9.0％を加算　　　　

介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 所定単位数の4.7～12.4％を加算　　　

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100単位/月

訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテー
ションを実施している医療提供施設の理学療法士等や医師からの
助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓
練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作
成すること※3ヵ月に1回を限度

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200単位/月

外部のリハビリテーション専門職等が施設を訪問し、施設の職員と共
同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成し、計画的に機
能訓練を実施した場合に算定※個別機能訓練加算を算定している
場合は100単位/月※（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算定は不可



個別機能訓練加算（Ⅰ） 12単位/日
常勤専従の機能訓練指導員を配置し、利用者毎に個別機能訓練
計画を作成のうえ機能訓練を行っている場合

内容 単位 算定要件

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位/月

個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している入所者について、個別機能
訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施
に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のため
に必要な情報活用すること※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算可

個別機能訓練加算（Ⅲ） 20単位/月

個別機能訓練加算（Ⅱ）、口腔衛生管理加算（Ⅱ）、栄養マネジメン
ト強化加算を算定している入所者について、理学療法士等が個別
機能訓練の内容、その他個別機能訓練の適切・有効な実施に必要
な情報、口腔の健康状態と栄養状態に関する情報を相互に共有し
ている、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、その内容
について関係職種間で共有している場合

ADL維持等加算（Ⅰ） 30単位/月

利用者等（当該施設等の表か対象利用期間が6月を越える者）の総
数が10人以上であること。利用者等全員について、利用開始月と、
当該月の翌月から起算して6ヵ月目（6ヵ月目にサービスの利用がな
い場合はサービスの利用があった最終月）において、Barthel Index
を適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ご
とに厚生労働省に提出していること。利用開始月の翌月から起算し
て6ヵ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したＡＤＬ
値を控除し、初月のＡＤＬ値や要介護認定の状況等に応じた値を加
えて得た値（調整済ＡＤＬ利得）について、利用者等から調整済ＡＤ
L利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利
用者等とし、評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た
値が1以上であること。

ADL維持等加算（Ⅱ） 60単位/月
ADL維持等加算（Ⅰ）の要件を満たすこと。評価対象利用者等の調
整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること。（※（Ⅰ）と（Ⅱ）
は併算定不可）

若年性認知症入所者受入加算 120単位/日
若年性認知症利用者を受け入れ、個別の担当者を定め当該利用
者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合（※認知症行
動・心理症状緊急対応加算との併算定不可）

精神科医療養指導加算 5単位/日
認知症である利用者が全利用者の3分の1を占める施設において、

精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月2回以上行わ
れている場合

障害者生活支援体制加算（Ⅰ） 26単位/日

視覚、聴覚もしくは言語機能に障害のある者、知的障害又は精神障
害である入所者の数が15人以上に加え、入所障害者が入所者総数
の30%以上ある施設で、視覚障碍者等に対する生活支援に関し専
門性を有する専従で常勤の「障害者生活支援員」を1名以上配置し
ている場合

障害者生活支援体制加算（Ⅱ） 41単位/日
入所障害者数が入所者総数の50%以上、かつ専ら「障害者支援専
門員」としての職務に従事する常勤の職員を2名以上配置している
場合

身体拘束廃止未実施減算 ▲10%/日
身体拘束等の適正化を図るため、基準に定められた措置を講じてい
ない場合に、入所者全員について所定単位数から減算

安全管理体制未実施減算 ▲5単位/日
運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講
じられていない場合

栄養管理未実施減算 ▲14単位/日

栄養士又は管理栄養士を1以上配置。入所者の栄養状態の維持及
び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者
の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。※3年の経過措置期
間を設ける。

高齢者虐待防止措置未実施減算 ▲1%/日
運営基準に定める高齢者虐待防止のための措置、体制整備が行わ
れていない場合

業務継続計画未策定減算 ▲3%/日
『感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備、および非
常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、2025年
3月31日まで減算しない



(3)食費　（食材費及び調理に係る費用相当）
※負担軽減制度があります。利用者負担段階に応じて負担限度額をお支払いいただき

基準費用額（１，４４５円）との差額は、介護保険より補足給付されます。

(4)居住費（光熱水費相当＋室料相当）
※負担軽減制度があります。利用者負担段階に応じて負担限度額をお支払いいただき

基準費用額（915円）との差額は、介護保険より補足給付されます。

※入院中の居住費について

(5)理美容サービス

※カラー、パーマなどは別途料金がかかります。

※毎月第１月曜日および第３土曜日に実施

(6)その他の日常生活費

ア．日用品費　※税込み

※上記以外に必要なものがある場合には、ご相談させていただくことがあります。

※当園が指定する購入業者の都合により、料金が変更になる場合があります。

※ご家族用意を選択された方で、施設からの連絡・持参のご依頼をさせていただいても

　一定期間ご持参がなく、ご利用者の日常生活やサービス提供に支障をきたす状況がある

　場合は、該当品目を購入代行させていただくことがあります。

イ．金銭管理支払い代行委託費

ウ．クラブ活動費

負担限度額（日額）段階 食費（日額）

入院・外泊時費用の算定要件に従い、入院した翌日から6日間（当該入院が月をまたがる場合

には最大で12日間）を限度に、入院・外泊時費用の自己負担分と居住費（９１５円/日※減額を
受けている場合にはその定める料金）をお支払いいただきます。

参加毎

※入院中

２，１８０円

第１段階

負担限度額（日額）

９１５円

８０円

実費相当

１日 ５０円

カット・ブロー １回

段階

※理美容費、実施日については業者の都合に
より変更となる場合があります。

第４段階

３００円

第２段階 １，４４５円 ３９０円

第３段階① １，４４５円 ６５０円

１，４４５円

９１５円

第２段階 ９１５円 ４３０円

第３段階 ４３０円

居住費（日額）

第３段階② １，４４５円 1，３６０円

第１段階 ９１５円 ０円

第４段階 １，８００円

電気シェーバー（1個） ２，９４８円

ティッシュ（5個）　 ３２７円 歯磨き用コップ（1個） １４０円

ウェットティッシュ（135枚） ６５７円 ボディークリーム（200g）　 ７４８円

義歯洗浄剤（108個） ６９０円

歯ブラシ（1本）　 ２１７円 ㇸアブラシ（1本）　 １４０円

歯磨き粉（140g）　 ２７２円



(7)その他の費用

ア．電気製品使用料

イ．買い物等付き添い・代行

徒歩圏内

車使用

ウ．各種申請代行

エ．希望行事参加費

※利用者の希望を募り実施する旅行等の行事へ参加をする場合

オ．個別の食料品

カ．個別の日用品

キ．個別の外出費用

ク．個人の新聞代等

ケ．私物の処分

コ．医療費

サ．入院時の費用

加湿器・空気清浄機 １日 1０円

テレビ １日 ２０円

ラジカセ １日 1０円

※記載外の電気製品の持ち込みについては相談に応じますが、施設長の判断で、持ち込みを制
限する場合があります。

電気毛布・アンカ １日 1０円

原則はご利用者本人またはご家族による処分をお
願いします。処分に関するご相談にも応じます。

個別に希望する外出にかかる経費 実費

個人で購読を希望する新聞や週刊誌
等の購読料

個別に希望する特別な日用品の購入
にかかる費用

施設嘱託医師による処方箋料、薬代、
診断書料、外部医療機関の受診代、
薬代、入院費など

実費

実費

実費相当

１回 ２００円

４００円

※施設サービス提供とは関係のない申請代行等、個別の希望に基づく支援として行う場合

１回 ４００円

※施設サービス提供とは関係のない、個別の希望に基づく買い物等の付添・代行を行う場合

オムツ代、病衣等のリース代、業者に
依頼する場合の洗濯代、入院する病院
において必要な物品の購入費用

実費

個人の嗜好品にかかる費用 実費

１回

実費

参加毎

※使用料については、使用（開始・中止）申込書の提出を以てご利用料に反映されます。


